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 奨学金制度 募集要項  
 

１．出 願 資 格 
 （１）～（３）すべての条件を満たしていることが必要です 

（１）栃木県内の高等学校を卒業または卒業見込みの者で、令和６年４月に４年制以上の大学に  

進学を希望する者 
（２）学習活動その他の品行が正しく、健康で、将来社会に貢献しうる有用な人材であること 

 （３）出身高校または在学校に於ける全学年を通じた学習成績評定平均値が、５を満点としたときに

４．０以上である者 
 （注）（１）における大学とは、学校教育法に定められた日本の大学です 
 
２．奨学金の貸与額等 
 年額 ３６０,０００円（一括現金貸与） 原則として本人に直接渡します 
 貸与期間は、大学の正規の最短就学期間で４年間を限度とします 
 
３．提 出 書 類 
 ①履 歴 書（写真貼付） 
 ②成績証明書 
 ③学校長発行の推薦書（指定用紙） 
 ④小論文（テーマ「私にとっての社会貢献とは」で８００字程度） 
 
４．奨学金の返還（無利子） 
 弊園の返還指針に基づき、各人の日常に支障のない範囲で行っています ※返還の免除もあり 
 
  ◆返還指針◆ 
   返還は、原則として卒業後２年間据置き、貸与期間の倍の期間（８年）で、返還することとします。 
   卒業した年（貸与終了年）の５月に、当園より「返還開始のお知らせ」を送付します。 
   勿論、前倒しで返還することは可能ですが、万一期間内（卒業後１０年間）に完済出来ない場合は、 

「返還の猶予願い」を提出して承諾を得て下さい。 
 
５．書類の提出先及び提出期限 
 令和６年３月末日 
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 まで 
 
６．決定及び通知 
 奨学生選考委員会にて選考し、毎年５月度理事会において決定後、本人宛、親元へ文書で通知 
（別途出身高校宛にも文書で報告致します） 

 
７．そ の 他 
 初年度の貸資金受領時期は５月末以降になりますが、次年度からは４月１日以降が受領期間となり

ます（文書にて通知） 
 毎年貸資金受領の際は本人が来所し、近況報告をするものとし、特別な事情で来所できない場合は

事前に申し出、代理人が受理します 
その場合の近況報告書は指定用紙にて指定期日までに提出するものとします 
奨学金貸与決定後、公序良俗に反する、もしくは法律に違反する行為があったと認められた時は、

貸資金の支給を停止し、その場合は、速やかに支給された全額の金額を返済するものとします 
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